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Abstract: The purpose of this study is to organize the purpose of use and content structure of current assessment tools 

for child maltreatment in Japan. In addition, by examining the relationship with decision-making frameworks, the 

characteristics and trends are captured, and the assessment tools required in the future are discussed. Eight articles and 

seven manuals were selected as the target literature. Next, 27 assessment tools were selected from these. The assessment 

tools were classified based on similarities and differences in the purpose of use, and the timing and occasions of their use 

were checked. For the assessment items, we checked whether or not they corresponded to the four domains of the decision-

making framework: " case factors," "external factors," "decision maker factors," and " organizational factors," and 

organized them in a table. The purposes of use were categorized into (I) "early detection of maltreatment risks," (II) "early 

detection and response to maltreatment," (Ⅲ) "prevention of recurrence of maltreatment and family reunification ，and 

(Ⅳ) "understanding and responding to the situation of those who need support". Assessment tools tended to be aimed at 

screening and risk assessment, and less at needs assessment. The period of use was perinatal in 11 cases, infancy in 21 

cases, and school-age in 10 cases, with infancy being the most common. In terms of decision-making frameworks, case 

factors were included in the items of all assessment tools. On the other hand, items on organizational factors and decision-

maker factors were rarely included. In the future, it is necessary to focus on needs assessment and assessment tools for 

decision-maker factors and organizational factors of supporters. 
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Ⅰ．緒言 

 

 日本における児童虐待の相談対応件数は，「児童

虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」が制

定された平成 12 年以降も増加し，令和 2 年度は 20

万 5029 件で，過去最多を更新している 1)。児童虐

待対応においては，発生予防としてリスクの早期発

見・対応，児童虐待発生時の迅速・的確な対応が重

要であり，その一助としてアセスメントツールがあ

る。 

虐待対応におけるアセスメントの種類はスクリ

ーニング，リスクアセスメント，ニーズアセスメン

トに大きく分けられる 2)。スクリーニングは虐待リ

スクが相対的に小さい一般集団における虐待のリ
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スクの評価を目的とし，リスクアセスメントは，介

入の緊急性や強化を判断するためにハイリスク集

団における虐待のリスクの評価を目的としている 3)。

ニーズアセスメントは必要な支援が何か評価する

ことである。我が国においても児童虐待防止法制定

以降，厚生労働省からアセスメントツールを含め児

童虐待に関する技術的助言が提示され，研究では

1990 年代ごろからアセスメントツールの開発が試

みられている。しかし，アセスメントツールの利用

状況は児童相談所の 99.2%が利用しているが，市区

町村 66.3%は利用しておらず都道府県によって差

があるとされる 4)。使用目的が細分化されており，

目的にあったアセスメントツールを選択するため

には，使用目的が虐待リスクのスクリーニングや重

症度をみるリスクアセスメントなのか，支援の必要

性の判断に活用するのかなど類別し，分析すること

が必要と考える。 

アセスメントツールの課題としては，実証的評価

がなされないまま導入されることが多く，その妥当

性や有効性について限られた知見しか得られてい

ないこと 5)6)，ツールの性能への疑問視や 5)，実際に

誤ったリスク推定の指摘 7)がある。さらに，ツール

におけるリスク要因の重みづけや判断は支援者に

任され，初心者の適応の困難や，過去の経験と価値

観に依拠した主観的な解釈により意思決定するこ

とが，海外においても課題とされている 6)。 

また，リスクアセスメントはニーズアセスメント

と区別する必要性 3)や，リスクアセスメントと支援

や介入の意思決定は別物であり区別するよう指摘

される 8)。John D.Fluke が開発した意思決定エコロ

ジーのフレームワーク(Decision Making Ecology：

DME)は，支援者が具体的な支援に結びつける過程

には，ケース要因の他に，外的要因(地域特性など)，

組織要因(方針と手順，組織文化など)，支援者等意

思決定者の要因(教育や経歴，個人的な経験，態度な

ど)が存在すると指摘している 8)。日本においても，

リスクのある家庭への保健師の個別支援では，リス

クアセスメント以外に，組織としての支援方針を決

めて動き，関係者間で体制や環境を整えており 9)，

支援行動の決定には組織的な要因があると思われ

る。また支援者の積極的な態度 10)など支援者の個別

性の影響も指摘される。そのため，支援や介入つま

りケースマネジメントやケースプランニングの過

程においては，対象ケースのリスクアセスメントだ

けでなく，組織的要因や支援者の個人要因などにつ

いても着目する必要があると考える。しかし，現在

児童虐待に関するアセスメントツールが組織や支

援者側に着目しているかどうかは定かでない。 

そこで，本研究では，現在の日本の児童虐待に関

するアセスメントツールについて，使用目的や内容

の構造を類別，分析し，意思決定フレームワークと

の関連も検討することで，特徴や傾向を捉え，今後

求められるアセスメントツールについて考察する

こととした。 

 

II．方法 

 

1．対象文献の選定 

データベースは医学中央雑誌を利用し，キーワー

ドを(児童虐待 or ネグレクト and スクリーニング) 

or (児童虐待 or ネグレクト and アセスメント)，母

子保健 and アセスメントとし，過去 10 年(2011 年～

2021 年 9 月)の期間で原著論文に限定して検索した。

重複文献を除外したところ 44 件となった。44 件の

中から，児童虐待に関係するアセスメント指標を開

発・作成し，信頼性や妥当性の検討をしている文献

4 件 11)12)13)14)，有用性の検討 4 件 15)16)17)18)を行って

いる文献を 8 件選定した。 

続いて「厚生労働省児童虐待に関する法令・指針

等一覧」，「厚生労働省子ども・子育て支援推進調査

事業」，「厚生労働科学研究成果データベース」から，

過去 10 年に児童虐待対応に向けて作成されたマニ

ュアルやガイドラインの中で，アセスメントツール

が含まれる 7 つのマニュアル 19)20)21)22)23)24)25)を選定

した。 

 

2．分析対象のアセスメントツールの選定 

8 文献からアセスメントツールを 10 件選定した

(6 文献 11)12)13)15)16)18)から各 1 件，2 文献 14)17)から各

2 件)。7 マニュアルからアセスメントツールを 17

件選定した(3 マニュアル 20)21)23)から各 1 件，2 マニ

ュアル 24)25)から各 2 件，1 マニュアル 19)から 4 件，
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1 マニュアル 22)から 6 件)。以上より，分析対象の

アセスメントツールは計 27 件となった。 

 

3．分析方法 

27 件のアセスメントツール(①～㉗)について，

まず，使用目的は，スクリーニング，リスクまたは

ニーズアセスメントなのか，特定の虐待やリスクを

対象とするのかに焦点をあて，類似性・相違性に基

づき分類した。次に，点数化の有無，リスク判定の

基準の有無，活用時期や活用場面を確認，類別し，

分析した。また，アセスメント項目の内容について，

意思決定フレームワーク 8)の 4 領域である「個々の

ケース要因」(子ども，親の養育力，家族に関する

内容)，「外的要因」(社会的ネットワーク，社会資

源に関する内容)，「支援者の要因」，「支援組織の要

因」について該当の有無を確認，類別し，分析した。

分析過程において，研究者間で解釈について確認や

検討を行い，信頼性と妥当性の確保に努めた。 

 

Ⅲ．結果 

 

分析対象のアセスメントツール 27 件について，

使用目的，点数化，リスク判定，活用時期や活用場

面の項目において類別・分析された。さらに，対象

27 件についてアセスメント項目の内容を意思決定

フレームワークの 4 領域 7 分野において類別・分析

された。これらの結果を表 1 に示す。 

 

1．アセスメントツールの使用目的について 

アセスメントツール 27 件(①～㉗)の使用目的は

次の 4 種類に分類された。(Ⅰ)「虐待リスクの早期

発見」17 件(①～⑰)，(Ⅱ)「虐待の早期発見・対応」

6 件(⑱～㉓)，(Ⅲ)「虐待の再発予防・家族再統合」

1 件(㉔)，(Ⅳ)「要支援者の状況把握・対応」3 件

(㉕～㉗)であった。 

(Ⅰ)「虐待リスクの早期発見」は虐待予防に向けた

プレアセスメントで，虐待リスクのスクリーニング

であった。特定の内容に焦点を当てており，精神・

不安・心理 4 件(①～④)，愛着・親子相互作用 5 件

(⑤～⑨)，育児 3 件(⑩～⑫)，養育能力全般は 5 件

(⑬～⑰)の 4 種類に分けられた。 

(Ⅱ)「虐待の早期発見・対応」は虐待を見逃さず

早期に対応できることを目的としておりリスクア

セスメントである。特に㉑～㉓は生命の危機レベル

の重篤な虐待を対象としており，医療機関では緊急

的にワーキンググループ設置の判断，児童相談所が

一時保護の判断に利用するものであった。 

(Ⅲ)「虐待の再発予防・家族再統合」は虐待を受

け保護された児童が，施設入所等の措置を解除し家

庭復帰の判断のために利用されるものであった。再

び児童虐待が発生することを予防するためのリス

クアセスメントである。 

(Ⅳ)「要支援者の状況把握・対応」は，児童相談

所による分離保護が必要ではないものの集中的な

支援を要するケース，あるいは家庭復帰したケース

への在宅生活支援におけるモニタリングに用いら

れる。平成 28 年の児童虐待防止法改正 26)により在

宅指導措置が推進され，ケースに関わる多機関の情

報共有の強化，共通認識を持ち連携・協働した支援

の強化が重要視された。その流れの中で㉕～㉗は作

成されている。㉖児童虐待に係る児童相談所と市町

村の共通リスクアセスメントツール 20)は子どもの

安全を客観的に総合的に判断するための枠組みと

して必要な項目がリストアップされ，㉕在宅支援ア

セスメント指標 19)は㉗の下地である。㉗在宅支援共

通アセスメント・プランニングシートは支援者間で

アセスメントを共有し，ニーズや支援方針を検討す

る構成となっている 21)。リスクだけでなく強みにも

着目し，ニーズアセスメントの視点が盛り込まれて

いた。 

 

2．アセスメント項目の点数化やリスク判定基準に

ついて 

アセスメント項目について，点数化しないものは

15 件(②，⑩～⑫，⑭⑮，⑱⑲，㉑～㉗)で，点数化

しているものは 12 件(①，③～⑨，⑬，⑯⑰，⑳)

であった。リスク判定の基準があったのものは 8 件

(①，③～⑤，⑧⑨，⑬，⑰)であった。多くのアセ

スメントツールは，点数化によりリスク判定できる

ものではなく，補助的なものとして扱うこととされ

ていた。使用目的でみると，点数化するツールは(Ⅰ)

「虐待リスクの早期発見」と(Ⅱ)「虐待の早期発見・ 
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対応」に該当し，多くが(Ⅰ)であった。一方，(Ⅲ)「虐

待の再発予防・家族再統合」と(Ⅳ)「要支援者の状

況把握・対応」では点数化や点数化によるリスクの

判断を行うツールはなかった。該当の有無ではなく，

項目に沿って詳細を記述していく形式となってい

た。 

 

3．活用時期や活用場面について 

アセスメントツールの活用時期は，周産期は 11

件(①～④，⑩，⑬～⑯，㉖㉗)，乳幼児期は 21 件

(①②,⑤～⑫，⑰～㉗)，学童期は 10 件(⑱～㉗)で

あり(重複あり)，乳幼児期が最も多かった。活用時

期別に使用目的をみると，乳幼児期は(Ⅰ)～(Ⅳ)全

て，周産期は(Ⅰ)と(Ⅳ)，学童期は(Ⅱ)～(Ⅳ)に該当

していた。 

活用場面をみると，特別な場面を指定せず，地域

保健や医療のどの場面でも利用できるツールがほ

とんどであった。指定されたものに着目すると，周

産期に該当するツールは妊婦健診や産後健診の機

会の利用を推奨されていた。乳幼児期では(Ⅰ)「虐待

リスクの早期発見」の⑥愛着―養育バランス尺度短

縮版 15)や⑦親子関係アセスメントツール 11)は 1 歳

6か月児健診のように母子保健法で定められた場で

の活用できるように作成されていた。また，(Ⅰ)「虐

待リスクの早期発見」の⑧CARE-Index17)，⑨日本版

親子相互作用の遊び場面におけるアセスメント 17)，

⑩育児トレーニングチェックリスト 14)は親子の遊

びや食事，育児の場面を設定して評価するものであ

った。医療機関での利用を想定して作成されたもの

は 5 件で，(Ⅰ)「虐待リスクの早期発見」の⑮周産期

支援スクリーニングシート 14)，⑯適切な養育支援の

ためのアセスメントシート 25)と(Ⅱ)「虐待の早期発

見・対応」の⑱入院事例の虐待チェック・連絡フロ

ー24)，⑲子ども虐待対応のための医療機関用アセス

メントツール 13)，㉑ワーキンググループ招集のため

のトリアージ指針 24)であった。 

(Ⅲ)「虐待の再発予防・家族再統合」に該当する

㉔家庭復帰の適否を判断するためのチェックリス

ト 19)は，家族再統合に関わる課題の達成度やリスク

アセスメントであり，子どもの施設入所時点，施設

での生活で年 1 回，家庭復帰を考慮する段階の 3 段

階の場面で行われるものであった 19)。(Ⅳ)「要支援

者の状況把握・対応」に該当する㉔～㉖は，地域の

支援において関係機関との連携・協働の場面で活用

されるものであった。全国の市区町村に設置されて

いる要保護児童対策地域協議会のように，児童相談

所と市区町村及び関係機関が情報を共有し支援方

針を決定していく場面での利用が想定されている。 

 

4．アセスメントツールの内容の構造について 

意思決定フレームワークの領域に当てはめてみ

たところ，個々のケースの要因に該当する親の養育

力は，全ツールの項目に含まれていた。そのうち外

的要因も項目に含む構成となっていたツールは，項

目の比重や内容の充実度は異なるものの(Ⅰ)「虐待

リスクの早期発見」の育児や養育能力全般，(Ⅱ)～

(Ⅳ)など使用目的全体で該当していた。一方，組織

的要因や支援者の要因の項目は，ほとんどのツール

では項目として含まれていなかった。唯一(Ⅲ)「虐

待の再発予防・家族再統合」には，組織的要因とし

て地域の受け入れ体制や地域の支援機能が項目と

して挙がっていた。 

 

Ⅳ．考察 

 

1．使用目的からみたアセスメントツールの特徴 

アセスメントツールの目的は大きく(Ⅰ)～(Ⅳ)の

4 つに分類された。ツールの半数以上が(Ⅰ)「虐待リ

スクの早期発見」に該当していた。虐待リスクとし

て精神・不安・心理状態，愛着や親子相互作用，育

児，養育能力の 4 側面に着目されていた。周産期は

心身及び社会的にも変化によりメンタルヘルスの

問題が生じやすい。虐待死の事例の背景にも母親の

心理・精神的問題があり 27)，母親の精神障害は育児

や母子相互作用など幅広い影響を与えることが考

えられる。Bowlby は，子どもの危機的状況への養

育者の対応の繰り返しにより，信頼感を抱き，生後

1 歳頃までに愛着内的のモデルが発達するため，乳

児期の関わりの重要性を指摘している 28)。また，虐

待の主な加害者は母親が約半数であり，背景として

養育能力の低さが最も高い割合を占めており 27)，養

育能力をアセスメントし，リスクの見極めと同時に，
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弱い部分に対して支援し養育能力を高めることが

求められる。以上より，これら 4 側面は周産期や乳

幼児期の早期からリスクに対するアプローチが重

要であることが分かる。また各側面がお互いに影響

していることが考えられたため，アセスメントツー

ルを併用することで，より深く対象を理解すること

につながるのではないかと考えられた。 

(Ⅱ)「虐待の早期発見・対応」の目的は，軽度の

虐待から生命の危機レベルにあたる虐待のリスク

アセスメントで，見逃さず早期発見することであっ

た。親子に関わる機会のある者は，(Ⅰ)のような虐待

につながるリスクから，(Ⅱ)のような軽度の虐待や

生命の危機レベルの重篤な虐待まで広く理解して

おくことが必要ある。 

(Ⅳ)「要支援者の状況把握・対応」とそれ以外の

(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)との大きな違いは，(Ⅳ)はリスクアセス

メントに加えて，支援の方向性の検討に向けたニー

ズアセスメントが含まれている点であった。本研究

の結果から，現在日本では，スクリーニングやリス

クアセスメントを目的とした，虐待のリスクの有無

や虐待かどうかのアセスメントが中心に行われて

いることがわかる。支援や介入のケースプランニン

グにつなげるためにはニーズアセスメントも重要

である。また，ニーズについては保護者の困り感の

確認 20)や，子どもの最善の利益の優先 26)といった

視点が重要である。Bradshaw は，対象ケースが表現

したニーズ(求める支援)と支援者側の専門職のニ

ーズ(必要と考える支援)をつきあわせて両者が合

意するリアルニーズを設定する必要性を指摘して

いる 29)。対象ケースのニーズへの着目や，支援者側

のニーズとの違いやつきあわせについてはあまり

検討されていないと思われる。今後さらに注力する

必要があるのではないかと思われた。 

 

2．アセスメントツールの点数化やリスク判定に関

する特徴 

点数化するツールの多くは(Ⅰ)「虐待リスクの早

期発見」に該当していた。一方，(Ⅲ)「虐待の再発

予防・家族再統合」や(Ⅳ)「要支援者の状況把握・

対応」に該当するツールは，項目の該当の有無や点

数化ではなく記述する形式であり，点数化によりリ

スクの判断につなげるものではなかった。虐待リス

クのスクリーニングを目的とする場合，点数化はし

やすいように思われた。しかし，(Ⅳ)「要支援者の

状況把握・対応」の対象となる在宅支援を行うケー

スの背景は様々なリスクを抱え複雑である。アセス

メントツールの短所として，項目への該当の判断し

づらさやケースの詳細が捨象されるといった指摘

がある 23)ように，複雑なケースには，一概に項目の

該当の有無や点数化により状況をアセスメントす

ることの難しさがあると考えられる。そのため，項

目ごとに詳細を記述し，状況を整理し，収集した情

報から包括的な視点でアセスメントし，支援方針の

検討を行っていると考えられた。 

 

3．活用時期・場面からみたアセスメントツールの

傾向 

 周産期と乳幼児期のツールの多くが(Ⅰ)「虐待リ

スクの早期発見」に該当していた。虐待死の事例は

0 歳児が半数を超えており最も多く 27)，周産期から

ハイリスク者に対し早期支援を行うことが重要視

されている。また，乳幼児期が最もツールとして多

かったが，学童期に比べ医療機関や行政の保健機関

が実施する健診等を通して，母親や子どもと接する

機会の多いことも背景にあると考えられた。 

マニュアル 7 件のうち 3 件 20)22)23)は医療機関向け

のマニュアルであり，医療機関での利用を目的とし

たツールが近年提示されていた。厚生労働省の通知

30)31)により児童虐待の防止等のための医療機関と

行政の連携強化や，平成 28 年の児童虐待防止法改

正により，養育支援が特に必要と認められるケース

(要支援児童，特定妊婦等)を医療機関が把握した場

合，行政へ情報提供に努めることとされている。ま

た，平成 22 年に改正臓器移植法が施行され，運用

に関する指針により虐待対応のための必要な院内

体制やマニュアル等の整備が法律上規定された。こ

のような背景も，近年の医療機関での利用を想定し

たアセスメントツールの作成に影響しているので

はないかと考えられた。 

 

4．外的要因のアセスメントの重要性 

(Ⅰ)「虐待リスクの早期発見」の育児や養育能力全
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般や，(Ⅲ)「虐待の再発予防・家族再統合」と(Ⅳ)

「要支援者の状況把握・対応」は，外的要因である

社会資源や社会とのつながりがアセスメントに含

まれていた。社会とのつながりは，親や子どもが

SOS を出せる存在や，家族の変化に早期に気づくこ

とが期待できるため，地域での在宅生活を支えるた

めには重要である。家族で養育能力の弱さを抱えて

いても周囲のサポートや，社会資源の利用により，

地域での生活が可能となる場合もある。また利用可

能な資源と制約は支援の意思決定にも影響してい

る 8)。様々な環境要因が家族の機能を助けたり，妨

げたりするため，環境要因について広く創造的に考

えることは重要である 32)。一方，外的要因に関する

項目の充実度はツールにより異なっていた。親を支

え子どもを守る地域の環境の評価のために，網羅す

べき項目について，今後さらに検討し詳細に示して

いくことが必要ではないかと考えられた。 

 

5．組織や支援者側の要因のアセスメントの必要性 

アセスメントツールの内容を意思決定フレーム

ワークの領域に当てはめてみたところ，個々のケー

スの要因や外的要因はアセスメントの対象となっ

ていたが，支援者の要因，組織の要因をアセスメン

トしているものはほとんど見当たらなかった。唯一，

(Ⅲ)「虐待の再発予防・家族再統合」の㉔家庭復帰

の適否を判断するためのチェックリスト 19)におい

て，チェックの視点として地域の受け入れ体制や地

域の支援機能として挙がっていた。支援機能に関す

る評価内容について，より具体化して示すことが求

められるのではないかと考える。 

(Ⅳ)「要支援者の状況把握・対応」の㉗在宅支援

共通アセスメント・プランニングシート 21)は複数の

担当者で記入・判断することとなっている。状態像

を明確にし，ニーズ，ストレングスを整理し，支援

目標をたて，具体的支援策の検討や役割分担が行わ

れる。なるべく客観性を保ちながら，リスクアセス

メントとニーズアセスメントを行えるよう支援計

画策定ができるように作成されており，個人的要因

や組織的要因による影響も意識していることが考

えられた。しかし，各支援者の個人的要因や，各関

係機関の組織的要因についてアセスメントはなく，

どう留意して対象ケースのアセスメントや支援計

画を策定するか定かではない。支援者のストレス反

応とリスクアセスメントが関連すること 33)や，専門

職種によって支援の意思決定で重視する情報が異

なること 34)，価値観や支援者自身の虐待経験の影響

35)，社会資源にアクセスする能力 36)など支援者の特

性による影響が報告されている。また，支援者が認

識する自身のスキルは所属組織のサポートへの認

識と強い相関があること 36)や，支援の意思決定機関

の組織的な文化など組織的要因の影響も指摘され

る 8)。そのため，アセスメントに影響すると考えら

れる支援者や組織の現状や特徴を明確にできるア

セスメントや，ニーズアセスメントにより必要とさ

れた支援内容に対応可能かどうかといった視点の

アセスメントができるツールが必要ではないかと

考えられた。対象ケースに加えて，支援者や組織の

現状や特徴についても共通認識を持ち，支援方針の

検討や計画立案を行うことで，編み出された支援計

画がより根拠をもった内容となることや，検討場面

自体の評価にもつながることが期待できると思わ

れる。 

 

Ⅴ．結論 

 

日本の児童虐待に関するアセスメントツールは，

スクリーニングやリスクアセスメントが多く，ニー

ズアセスメントは少ない傾向にあった。全ツールの

アセスメント項目にケース要因が含まれていたが，

支援者や組織的要因はほとんど含まれていなかっ

た。対象ケースの支援ニーズや，支援者や組織の現

状と特徴を明確にできるアセスメントツールの必

要性が示唆された。 
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